第３号様式（第５条関係）
交付決定前着手届
	（宛先）京都市長
	　年　月　日

	申請者の住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）
	申請者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者名）

	
	


	
	電話　　　－　　　　

	

	　京都市土地改良事業補助金交付規則第６条の規定により交付決定前に着手することを認めていただきたく、別記条件を了承のうえ、届け出ます。

	事業の交付申請日
	年　月　日

	事業の名称
	


	事業の概要
	


	事業に要する費用の額
	円

	着工予定年月日
	年　月　日

	交付決定前着手理由
	


	別記条件
１　補助金交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した施策に損失を生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担すること。
２　補助金交付決定を受けた交付金額が交付申請額に達しない場合があること。
３　当該事業については、補助金交付決定を受けるまでの間において、計画変更を行わないこと。
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第３号様式（第５条関係）   交付決定前着手届  

（宛先）京都市長    年   月   日  

申請者 の 住所（法人 にあっては、 主 た る 事務所 の 所在地）  申請者 の 氏名（法人 にあっては、 名称及 び 代 表者名）  

    

 電話     －       

 

  京都市土地改良事業補助金交付規則第６条 の 規定 により 交付決定前 に 着手 するこ とを 認 めていただきたく、 別記条件 を 了承 のうえ、 届 け 出 ます。  

事業 の 交付申請日  年   月   日  

事業 の 名称     

事業 の 概要     

事業 に 要 する 費用 の 額  円  

着工予定年月日  年   月   日  

交付決定前着手理由     

別記条件   １   補助金交付決定 を 受 けるまでの 期間内 に、 天災地変等 の 事由 によって 実施 した 施 策 に 損失 を 生 じた 場合、 これらの 損失 は、 事業実施主体 が 負担 すること。   ２   補助金交付決定 を 受 けた 交付金額 が 交付申請額 に 達 しない 場合 があること。   ３   当該事業 については、 補助金交付決定 を 受 けるまでの 間 において、 計画変更 を 行 わないこと。    

   

